
通院助成一覧表 

 

市町名 対象者 助成内容 助成方法 担当窓口 

通院 

名古屋市 自立支援医療受給者 全額 現物給付 保健所 

保健予防課 

 

尾張旭市 

手帳 1・2 級所持者かつ自

立支援医療受給者 

全額 現物給付  

保険医療課 

自立支援医療受給者 全額 現物給付 

瀬戸市 自立支援医療受給者 全額 現物給付 国保年金課 

春日井市 自立支援医療受給者 全額 現物給付 保険医療年金課 

長久手市 手帳 1・2 級所持者 全額 現物給付 保健医療課 

自立支援医療受給者 全額 現物給付 

日進市 手帳 1・2 級所持者 全額 現物給付 保険年金課 

自立支援医療受給者 全額 現物給付 

一宮市 手帳 1・2 級所持者 全額 現物給付 保険年金課 

自立支援医療受給者 全額 現物給付 

小牧市 手帳 1・2 級所持者  償還払い 保険年金課 

自立支援医療受給者  現物給付 

北名古屋市 手帳 1・2 級所持者 全額 現物給付 国保医療課 

自立支援医療受給者 全額 現物給付 

 

＊『現物給付』とは窓口払いが無料との意味です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪医療費負担軽減のおしらせ≫ 

 

精神科へ通院される方への負担軽減のため、医療費助成制度が設けられてい

ます。 

 各市町によって対象者や助成内容につきましては異なりますので、詳しくは

こちらをご覧ください。 

 

 

また、精神科へ入院される方への負担軽減のため、医療費助成制度が設けら

れています。 

 各市町によって対象者や助成内容につきましては異なりますので、詳しくは

こちらをご覧ください。 

 

 

その他、入院費を軽減できる制度がご活用いただける場合があります。活用

に際しては、条件がございますので、ご了承ください。 

【高額療養費制度】 

 一ヶ月の医療費が一定の額を超えた場合に、医療費が払い戻されます。 

 （限度額適用認定証を提示していただければ、あらかじめ医療費の支払額が低くなりま

す。） 

【限度額適用・標準負担額認定証／長期減額認定証】 ※非課税世帯が対象 

 「限度額適用・標準負担額認定証」「長期減額認定証」の提示により、食事代が減額さ

れます。 


